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研究要旨

【目的】本研究の目的は、全国の自治体における災害等の健康危機事象に備えた保健活動の体

制整備に関する実態を明らかにすることである。

【方法】全国の都道府県本庁の統括保健師を対象に、令和 6 年 8 月～11 月、令和 5 年度末

（令和 6 年 3 月末）時点の都道府県における健康危機事象に備えた平時の体制整備の実態

に関する郵送質問紙調査を実施した。 

【結果】47 都道府県の全てから回答が得られた（回収率 100％）。保健師等広域応援派遣に備

えた平時の取り組みでは、「都道府県内の応援派遣に係る統括保健師等の連絡窓口の明確化」、

「派遣活動に必要な装備品等の整備」、「時間外の災害等の発生に備えた連絡体制」が各々43
（91.5％）と高かった。一方、「一般市町村保健師との合同編成による応援派遣計画」5（10.6％）、

「保健所設置市保健師との合同編成による応援派遣計画」8（17.0％）であった。また、統括保

健師の災害時の派遣や受援時の役割の規定「有り」は 15（31.9％）、災害や感染症パンデミッ

ク下の職員の健康管理のための統括保健師の役割の規定「有り」は 6（12.8％）であった。

【結論】災害等健康危機時に求められる保健活動に備えた自治体の平時の体制整備では、関係

者間の連絡窓口の明確化や必要物品の整備、時間外連絡体制等については 9 割の自治体で実施

していたが、保健師等広域応援派遣に備えた、都道府県下の市町村との合同派遣に関する計画

の整備は約 1 割にとどまり、統括保健師の役割の規定も約 3 割と限定的であった。自治体にお

ける保健活動の円滑な推進のために、平常時の体制整備の標準化が望まれる。 
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Ａ．研究目的

 近年、自然災害が頻発化し、今後も、国

内のいずれの自治体においても、災害の

脅威に備える必要性が高いことが指摘さ

れている 1）。また、新型コロナウイルス

感染症対応の課題を踏まえ、令和  4 年  
12 月に「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律等の一部を改

正する法律」が成立 2）し、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する

法律及び地域保健法が改正 3）され、平時

から感染症の危機に備えた体制強化を計

画的にすすめていくことが求められてい

る。今後も、新たな新興感染症の発生の

可能性は否めず、感染症と災害が同時に

発生した場合の対策についても検討の必

要性が高い。

直近では、令和６年元旦に発生した能

登半島地震により、能登半島の震源域に

近い市町を中心に、多数の人的・物的被

害が生じた 4）。石川県からの要請に基づ

き、１月５日から５月末までの期間、国

の調整により、全国 42 ヶ所の都道府県よ

り、保健師等広域応援派遣が実施された。

この間の保健師の派遣人数は、延 9,434
人であり、これは東日本大震災に次ぐ規

模であった 5）。この災害時に、被災地の

保健師活動に従事した保健師を対象とし

た調査では、受援側、支援側のいずれに

おいても、平時の準備を含む課題がある

ことが指摘されている 6）。そこで、本研

究では、全国の自治体における保健活動

体制整備の実態を明らかにし、今後の災

害等の発生に備えた課題と対策について

明らかにすることを目的とする。

Ｂ．研究方法

１．  調査対象

全国の都道府県庁の統括保健師

２．  調査時期

2024 年 8 月～11 月

３．  調査方法

郵送自記式質問紙調査を実施した。

回答は、郵送による返信、またはウ

ェブ入力を併用した。

４．  調査項目 

令和５年度末（令和６年３月末）

時点の、都道府県における健康危機

に備えた平時の体制整備状況に関

する以下の設問への回答を求めた。 

（１）保健師等広域応援派遣に備え

た平常の体制 

（２）保健師等広域応援派遣（受援含

む）時の統括保健師の役割に

関する規定 

（３）災害や感染症パンデミック下

の職員の健康管理のための統

括保健師の役割に関する規定 

（４）自治体において受援を要する

災害の発生に備え，今後，強化

を図る必要があると考える体

制整備に関する取り組み 

（５）感染症パンデミック下でのメ

ンタルヘルス計画

（６）都道府県庁における派遣調整

担当部署の組織体制 

５．  分析方法

数値データは記述統計分析、自由記

載回答は、質的に分析した。

（倫理的配慮）

調査への協力は任意であること、調

査へ不参加の場合でも自治体や、調査対

象者個人に不利益が生じることはない

ことについて保証した。また調査結果の

公表においては、結果の集約及び公表に

際し、データは匿名性を保持し、回答者

の所属組織や個人が特定されることは

ないよう処理した上で、厚生労働科学研

究成果データベースにて研究報告書と

して公表するとともに、保健指導室が主

催する会議や、関連する学会や学術誌等

で公表する予定であることについて依

頼文書上に明記した。 

本調査は、国立保健医療科学院研究

倫理審査委員会の承認を得て実施した

（NIPH-IBRA＃24009）。

Ｃ．研究結果

１．  回答数（有効回答率）
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47 ヶ所全ての自治体から回答が得

られた。（100.0％）  
２ . 保健師等広域応援派遣に備えた平常

の体制 

保健師等広域応援派遣に備えた都道

府県としての平常の体制整備状況に関

し「有り」と回答した結果を表１に示す。 

表 1. 平時の体制整備（n=47） 

内容 
ｎ 

（％） 

都道府県職員による広域応

援派遣計画 

24 

（51.1） 

保健所設置市保健師との合

同編成による応援派遣計画 

8 

（17.0） 

一般市町村保健師との合同

編成による応援派遣計画 

5 

（10.6） 

被災（受援）時の保健師等応

援派遣の受援対応計画 

9 

（19.1） 

都道府県内の応援派遣に係

る統括保健師等の連絡窓口 

43 

（91.5） 

派遣活動に必要な装備品等

物品の整備 

43 

（91.5） 

災害時の保健師の活動に関

する研修・訓練の実施 

39 

（83.0） 

災害時のメンタルヘルス対

策に関する計画 

16 

（34.0） 

メンタルヘルス対策以外の

健康管理に関する計画

12 

（25.5） 

時間外の災害発生に備えた

連絡体制 

43 

（91.5） 

停電時などの緊急連絡通信

手段の確保 

28 

（59.6） 

３.保健師等広域応援派遣（受援含む）時

の統括保健師の役割に関する規定 

（1）規定の有無

保健師等広域応援派遣（受援含む）

時の統括保健師の役割に関する規定

の結果は表２のとおりである。 

表２. 統括保健師の保健師等広域応援派

遣時の役割の規定（n=47） 

（2）規定の内容

規定内容について自由記載で回答を

求めた結果、「健康危機管理を含めた地

域保健施策の推進」、「健康危機管理発

生時の保健活動の総合的なマネジメン

ト」、「健康危機管理時の保健師活動調

整」、「派遣調整の連絡窓口」などがあ 

った。

（3）記載先

「保健師活動指針及び保健師人材育

成指針」、「災害時における保健師等応

援派遣調整の手引き」、「保健師活動総

合調整会議実施要領」、「災害時保健師

活動ハンドブック（ガイドライン）」な

どがあった。 

４．災害や感染症パンデミック下の職

員の健康管理のための統括保健

師の役割に関する規定 

（1）規定の有無

災害や感染症パンデミック下の職

員の健康管理のための統括保健師の

役割に関する規定の結果は表3 のとお

りである。 

表３.統括保健師の健康管理業

  の規定（n= 4 7）

規定 n ％ 

有 6 12.8 

無 41 87.2 

(２) 規定内容

「行政保健師活動の組織横断的な総

合調整や指導に関すること」、「職員

の健康管理」などであった。

(３)記載先

　各保健福祉（環境）事務所の「健康

危機対処計画（感染症編）」であった。 

５．受援を要する災害に備えた体制整

備 

受援を要する災害の発生に備え、

自組織において、今後、強化を図る

必要のある体制整備内容について
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規定 n ％ 

有 15 31.9 

無 32 68.1 



（今後、実施予定含む）、自由記述に

より回答を求めた。結果、19 ヶ所の

都道府県より回答があった。その内

容は、「マニュアルの改訂（整備）」

9 か所、「人材育成」6 か所、「“連絡

会“などによる情報共有」6 か所で

あった。 

６．都道府県庁における派遣調整担

当部署の組織体制 

1）保健師等広域応援派遣に係る本

庁内の担当職員数

表４ . 
担当者数 n ％

１人 4 8.5 
２人 11 23.4 
３人 12 25.5 
４人 7 14.9 
５人 4 8.5 
６人 3 6.4 

７人以上 6 12.8 
保健師等広域応援派遣を担当す

る職員数は 3 人体制 12（25.5％）

が最も多く、2 人体制 11
（23.4％）、4 人体制 7（14.9％）

であった。5 人以上が 13
（27.7％）であるのに対し、1 人の

みと回答した自治体は４か所

（8.5）あった  
2）本庁における DHEAT 派遣調整と

保健師等派遣調整業務の兼務

DHEAT 派遣調整と、保健師広域

応援派遣の調整を「兼務有り」と

回答した自治体は 20（42.6％）、

「兼務無し」は 27（57.4％）であ

った。

Ｄ．考察

保健師等広域応援派遣に備えた平時

の取り組みでは、「都道府県内の応援

派遣に係る統括保健師等の連絡窓口」、

「派遣活動に必要な装備品等物品の

整備」、「時間外の災害発生に備えた連

絡体制」がそれぞれ 43（91.5％）と高

い実施率であった。 一方、「一般市町

村保健師との合同編成による応援派

遣計画」5（10.6％）、「保健所設置市保

健師との合同編成による応援派遣計

画」8（17.0％）と、都道府県職員と、

圏域下の市町村自治体の保健師との

合同やローテーションによる派遣な

どに関する計画は、一部自治体の取り

組みに限定された。この調査を実施し

た直近の、令和 6 年能登半島地震では、

42 ヶ所の自治体が、保健師等広域応援

派遣を実施し、そのうち、都道府県と

指定都市（単独）とのローテーション

派遣「有」8 ヶ所（19.0％）、都道府県

と市町との混成編制「有」 28 ヶ所

（66.7％）であり、多くの都道府県に

おいて、これらの規定がない状況下に

おいて、派遣要請後に、自治体間の交

渉や調整をすすめていた。

また、統括保健師の災害時の派遣や

受 援 時 の 役 割 の 規 定 「 有 」 は 15
（31.9％）、災害や感染症発生時の統括

保健師の役割の規定「有」は 6（12.8％）

と、限定的であった。さらに、保健師

等広域応援派遣に係る本庁内の担当

職員数が、1 人のみとする自治体が４

か所（8.5）あった。災害等健康危機事

象時は、本庁内の複数部署との調整を

要し、かつ、国との調整、都道府県域

下の保健所や、市町村自治体との調整

など、調整窓口や職員の数は膨大であ

る。その調整業務は、被災地の推移や、

支援活動の状況に応じても変化し、継

続的なモニタリングや、状況の変化に

応じた臨機応変な対応や調整がもと

められる。そのため、少なくとも統括

保健師を補佐する役割の職員などの

配置体制は必須といえる。都道府県庁

の平常時の体制整備は、自治体間の差

も、大きい実態がうかがえた。災害等

の健康危機管理事象の多くは、予測す

ることが困難であり、統括保健師が、

一定の頻度で、繰り返し経験を経て教

育を得、経験値を獲得するという特性

の業務ではない。そのため、いつ、健
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康危機事案が生じた場合においても、

効果的な派遣調整などに対処するた

めの体制整備の標準化が必要である。 

応援派遣調整のための平時の体制整

備の強化は、派遣派遣支援時のみなら

ず、被災時の受援側の立場となる場合

においても、効果的な保健活動推進に

寄与するため、各々の自治体の課題に

対し、早急に解決策を検討し、改善を

図ることが望まれる。

Ｅ．結論

災害等健康危機時に求められる保健

活動に備えた自治体の平時の体制整

備では、関係者間の連絡窓口の明確化

や必要物品の整備、時間外連絡体制な

どについては 9 割の自治体で実施され

ていた。一方、保健師等広域応援派遣

に備えた、都道府県下の市町村との合

同派遣に関する計画の整備は約 1 割で

あり、これらの業務に対する統括保健

師の役割の規定も 3 割と限定的であっ

た。都道府県庁における派遣調整の組

織体制面においても、効果的な派遣活

動の調整として体制不備を認める自

治体が散見された。応援派遣、受援の

いずれへの備えの観点においても、保

健活動の円滑な推進のため、平常時の

体制整備の強化が望まれる。

Ｆ．健康危険情報

該当なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

該当なし

2. 学会発表

該当なし

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

 該当なし
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